
別紙 

 

 

地方自治法第１００条の２の規定による専門的事項に係る調査について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条の２の規定により、下記のとおり

専門的事項に係る調査を実施するもの 

 

記 

 

１ 調査事項 

松本市におけるスマート農業推進施策について 

 

２ 調査期間 

令和７年１２月２２日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 調査を依頼する者 

  関西学院大学法学部 教授 小川 大和 

 

  


